
6 その他  

（6）児童相談所の一時保護施設における教員OB等の配置について  
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事  務  連  絡  

平成19年7月11日  

都 道 府 県  

各  指 定 都 市 児童福祉主管課担当者 殿  

児童相談所設置市  

厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長補佐  

児童相談所の一時保護施設における教員OB等の配置について   

要保護児童に対する一時保護は、その後の子どもと家族へ適切な援助を行うために重  

要な役割を担っている。児童相談所の一時保護施設に保護される子どもの保護期間は、  

近年、長期化する傾向にあるが、これらの子どもへの学習指導等については、各児童相  

談所の実情に応じ、教員OBなど現職の教員以外で教員免許を有する者（以下「教員O  

B等」という。）を、一時保護施設に配置する等により実施していただいているところで  

ある。   

しかし、地域によっては、教員OB等人材の確保に苦慮している児童相談所が見受け  

られる状況である。   

このため、今般、次のとおり児童相談所の一時保護施設への教員OB等の配置のより  

一層の推進を図ることとしたので、各自治体におかれては、下記の取組を進めるよう、  

よろしくお取り計らい願いたい。   

なお、当該通知については、文部科学省へも連絡済である旨申し添える。  

記  

1 平成19年度予算から、一時保護施設の機能強化を図るため教員OB等の配置を  

行う、児童虐待・DV対策等総合支援事業の「児童虐待防止対策支援事業（一時保  

護機能強化事業）」について、補助単位を「各自治体」単位から「各児童相談所」に   

改善したところであり、配置に必要な経費については、当該補助金の積極的な活用   

を図ること。  

2 教員OB等で教育関連の職への採用等を希望する者の情報は、各教育委員会にお   

いて保有している場合があることから、児童相談所の一時保護施設において教員O   

B等の配置を必要とする場合、都道府県・改令指定都市又は市町村の教育委員会に   

も適宜相談し、協力を求めることが考えられること。  
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6 その他   

（7）平成19年度児童相談所及び市町村関係機関表彰制度について（案）  
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平 成19 年 度  

児童相談所及び市町村関係機関表彰制度について（案）  

1 目的  

児童虐待、非行など、要保護児童対策を担う児童相談所及び市町村関係機関（要   

保護児童対策地域協議会又はその構成機関をいう）のうら、その取組が先駆的・独創   

的であり、かつ、他の児童相談所や市町村関係機関の模範となるような団体、機関を   

表彰し、もって児童相談所や市町村における要保護児童対策の向上を図るものである。  

2 表彰対象  

児童相談所及び市町村関係機関それぞれについ七、若干数  

3 表彰基準  

以下の①～③全てに該当している児童相談所又は市町村関係機関のうら、各都道府   

県・指定都市・児童相談所設置市より推薦された団体・機関から、厚生労働省におい  

て選考  

① 先駆的、独創的な取組であること  

※ 先駆的、独創的な取組の例については、別添を参照  

② 取組の実績が上がっていること（家族再統合後の虐待再発事例の減少など）  

③ 次に定める要件の全てを満たしていること  

【児童相談所の場合】  

・虐待通告があった際の安全確認を行う時間ルールを「48時間以内」と  

定めていること  

児童福祉法等に定める児童福祉司の配置標準や、児童相談所運営指針に定  

めるスーパーバイザーの配置標準を満たしていること  

【市町村関係機関の場合】  

平成19年4月1日現在において、要保護児童対策地域協議会を設置して  

いる市町村であること。  

平成19年4月以降、実務者会議又は個別ケース検討会議が開かれている  

こと。  
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4 被表彰団体の推薦  

推薦にあたっては、各都道府県・指定都市・児童相談所設置市は、児童相談所、  

市町村関係機関それぞれ各1団体（又は機関）を上限として選定し、別紙様式1，  

2により、推薦調書を作成し、平成19年8月31日までに、J享三芳働二菖雇用均等  

・児童家庭局総務課に提出すること。  

5 表彰式  

表彰式は、平成19年11月10日、11日に熊本市で開催される「子どもの虐  

待防止推進全国フォーラムinくまもと」において、表彰を行う予定である。  
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別 添  

先駆的、独創的な取組とは  

（児童相談所の場合）  

性的虐待、心理的虐待に関する取組   

・ 家族再統合に関する取組   

・非行相談に関する取組   

・管内市町村の支援に関する取組   

・市町村（要保護児童対策地域協議会）と児童相談所の連携に関する取組   

・警察や教育委員会等の関係機関との連携に関する取組  など  

について創意工夫がなされ、他の自治体の模範となるような取組をいう  

（市町村関係機関の場合）   

・虐待防止機運の醸成に向けた取組   

・生後4ケ月訪問事業や育児支援家庭訪問事業に関する取組   

・市町村の児童家庭相談に関する体制や運営（夜間・休日相談など）に関す  

る取組   

・要保護児童対策地域協議会の運営に関する取組   

・教育委員会、警察、民生児童委員、医療機関等の関係機関との連携に閲す l  

る取組  など  

について創意工夫がなされ、他の自治体の模範となるような取組をいう  
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6 その他  

（8）平成19年度児童相談所職員等を対象とした研修一覧等  
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平成19年度における児童相談所職員等を対象とした研修予定  

研修会   主催者   日程   場所   

児童相談所長研修   子どもの虹情報研修センター   

（前期）   研修担当 045－87卜9317   
5月16日～18日（2泊3日）   横浜市  

児童相談所・情緒障害  
子どもの虹情報研修センター  

児短期治療施設・医療    研修担当045－87ト9317   5月29日～30日（1泊2日）   横浜市   

機関等医師専門研修  

児童相談所児童福祉  
司・児童心理司等合同   のン 7月3日～6日（3泊4日）   横浜市   
研修   

児童虐待対応等基礎研  子どもの虹情報研修センター   

修   研修担当 045－87卜9317   
7月26日～27日（1泊2日）   横浜市  

地域虐待対応等合同研  子どもの虹情報研修センター   
修 ※   研修担当 045－87ト9317   

8月30日～31日（1泊2日）   福島市  

地域虐待対応等合同研 バンスコ 
修（アドース） ※  ン 9月5日～7日（2泊3日）   横浜市   

地域虐待対応等合同研  子どもの虹情報研修センター   
修 ※   研修担当 045－87卜9317   

9月20日～9月21日（1泊2日）  長野県松本市  

全国児童相談所児童心  厚生労働省雇用均等・児童家庭局   
9月26日～28日（2泊3日）   東京都港区   

理司研修会   総務課 03－5253－11‖（内：7829）   

児童相談所中堅児童福  国立保健医療科学院   
祉司研修   総務部教務課 048－458－61■16   

10月10日～12日（2泊3日）  埼玉県和光市  

児童相談所長研修   子どもの虹情報研修センター   

（後期）   研修担当 045－87ト9317   
10月16日～18日（2泊3日）  横浜市  

家庭児童相談員等中央  厚生労働省雇用均等・児童家庭局   10月29日～31日（2泊3日）  神奈川県   

治療機関・施設専門研  
修（児童相談所・情緒障  子どもの虹情報研修センター   
害児短期治療施設・小  

‖月6日～9日（3泊4日）   横浜市  

原籍袖科医療施設等）   

公開講座   
子どもの虹情報研修センター  
研修担当045－87ト9317   

11月9日（1日）   横浜市   

地域虐待対応等合同研  子どもの虹情報研修センター   
修 ※   研修担当 045－87卜9317   

11月21日～22日（1泊2日）  奈良市  

地域虐待対応等合同研  子どもの虹情報研修センター   
修 ※   研修担当 045－87卜9317   

12月6日～7日（1泊2日）   山口市  

テーマ別研修（性的虐  子どもの虹情報研修センター   
待）※※   研修担当 045－87ト9317   

12月19日～12月21日（2泊3日）  横浜市  

里親対応関係機関職員  国立武蔵野学院   

研修   調査課 048－878－1260   
平成20年1月16日～18日（2泊3日）  さいたま市  

児童相談所スー／〈－バ  子どもの虹情報研修センター   

イザー研修   研修担当 045－87卜9317   
1月29日～2月1日（3泊4日）  横浜市  

全国児貢相談所一時保 1ル 

護所員研修（第グー プ）   調査課048－878－1260   2月6日～2月8日（2泊3日）  さいたま市   

全国児三相談所一時保 護所員研修（第2グル 

プ）   

ー    調査課048－878－1260   
2月18日～20日（2泊3日）   さいたま市   

地域虐待対応等合同研  子どもの虹情報研修センター   

修 ※   研修担当 045－871－9317   
2月28日～29日（1泊2日）   長崎市  

テーマ別研修（児童虐待  子どもの虹情報研修センター   

と少年非行）※※   研修担当 045－871－9317   
3月17日～19日（2泊3日）   横浜市  

※ 都道府県や市町村において、子どもの虐待防止等に携わる職員  
※※ この間題に関わる専門職で、各所属機関で指導的立場にある者  
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十月札l》二千辰†こ十bリノ軋一l育苧反研1珍センター乃ヽ美弛する研1診予定  

研 修 名   受 講 対 象   
研修期間   ′」・・・，Eコ 正 員   

H19   児童相談所長研修＜前期＞   新任の児童相談所長   
5月16日（水）   

60名  
5月  ～18日（金）  

児童相談所・情緒障害児短期  児童相談所医師・情緒障害児短期治療施設医師・医   

治療施設・医療機関等医師専  療機関医師・その他に勤務している児童虐待に携わ  
5月29日（火）   

30名  

門研修   る医師   
～30日（水）  

6月  新設情緒障害児短期治療施設  近年開設した情緒障害児短期治療施設職員及び新任  6月13日（水）   

職員研修   職員   T15日（金）   
30名  

7月  児童相談所児童福祉司・児童  
児童相談所の児童福祉司・児童心理司等   

7月3、日（火）   
ノL健司等合同研修※  ～6日（金）   

60名  

児童虐待対応等基礎研修   学校、保育所、幼稚園、障害児施設、病院等で、   7月26日（木）   
80名．  

※   子どもと家族に関わる者   ～27日（金）   

8月  大学生・大学院生MDT（多  
子どもの虐待防止等に関心のある大学生・大学院生   

8月2日（木）   

分野横断チーム）研修  ～3日（金）   
60名  

地域虐待対応等合同研修   都道府県や市町村において、子どもの虐待防止等に  8月30日（木）   
80名  

（開催地：福島県福島市）   携わる職員   ～31日（金）   

9月  地域虐待対応等合同研修  

くアドバンスコース＞  
都道府県職員や市町村で子どもの虐待防止等に携わ  9月5日（水）   

る職員で、より高度な知識・実務を学びたい者   ～7日（金）  
60名  

（センター）※  

地域虐待対応等合同研修   都道府県や市町村において、子どもの虐待防止等に  9月20日（木）   

（開催地：長野県松本市）   携わる職員   ～21日（金）   
80名．  

10月  児童養護施設職員指導者研修   
児童養護施設で指導的立場にある主任指導員・個別  10月9日（火）   

対応職員・主任保育士・家庭支援専門相談員等   ～12日（金）  
60名  

児童相談所長研修＜後期＞   同研修＜前期＞に参加した児童相談所長   
10月16日（火）   

60名   
～18日（木）  

11月  治療機関・施設専門研修   
児童相談所、情緒障害児短期治療施設、小児精神科  11月6日（火）   

医療施設等で子どもや家族の治療に携わる職員   ～9日（金）  
60名  

公開講座   
子どもの虐待防止等に関心のある方  

11月9日（金）   
（治療機関・施設専門研修の最終日に実施）  

150名  

地或虐待対応等合同研修   都道府県や市町村において、子どもの虐待防止等に  11月21日（水）   
80名  

（開催地：奈良県奈良市）   携わる職員   ～22日（木）   

12月  地域虐待対応等合同研修   都道府県や市町村において、子どもの虐待防止等に  12月6日（木）   
80名  

（開催地：山口県山口市）   携わる職員   ～7日（金）  

テーマ別研修（性的虐待）   
場にある者   

この問題に関わる専門職で、各所属機関で指導的立  12月19日（水）   
80名  

～21日（金）   

H20  乳児院や児童養護施設等の児童福祉施設で指導的立  

1月  児童福祉施設指導者合同研修   場にある主任指導員、主任保育士、家庭支援専門相  
1月16日（水）   

60名  
～18日（金）  

談員、個別対応職員等で、施設経験5年以上の者  

児童相談所で指導的立場にある職員（スーパーバイ  
児童相談所スーパーバイザー  

ザー）で、児童相談所に5年以上勤務し、より高度 な知識 
研修※  

・実務を学びたい者   

2月  乳児院職員指導者研修   
乳児院で指導的立場にある主任保育士・家庭支援専  2月12日（火）   

門相談員等   ～15日（金）  
60名  

地域虐待対応等合同研修   都道府県や市町村において、子どもの虐待防止等に  2月28日（木）   
80名  

（開催地：長崎県長崎市）   携わる職員   ～29日（金）   

3月  児童福祉施設心理担当職員合  児童養護施設、乳児院、児童自立支援施設、母子生  3月12日（水）   

同石刑宴   活支援施設等に勤務する心理担当職員   ～14日（金）  
60名  

テ｝マ別研修   この問題に関わる専門職で、各所属機関で指導的立  3月17日（月う   
80名  

（非行と児童虐待）   場にある者   ～19日（水）   

随時   
児童福祉施設職員地域合同研修  児童福祉施設等で子どもや家族の援助に携わる職員   

年2ケ所   概ね30  

実施予定   名以上   

※ 新規または再編した研修  

（注）研修の日程等については、今後若干変更する場合がある。  
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平成19年度国立武蔵野学院附属児童目立支】差等門白票翫丹丁佃‾■修＝曜  

平成19年度研修共通テーマ ＜児童自立支援施設の機能充実にむけて＞  

児童自立支援施設を取り巻＜多様な状況に対応すべく、平成17年度「児童自立支援施設のあり方研究会報告」を受け、  
施設長研修とスーハ○－ハ■ィサ◆－研修の充実を図り、社会ニース●に的確に対応できる施設運営を目指します。  
また、子どもの多様なニース●に対応するために、＜発達障害・被虐待児の理解と支援＞等の基本的なテーマを、新任研修  
・専門研修・思春期問題対応関係機関研修において充実します。  

＜児童自立支援施設新任職員研修＞  

対 象 者   期   間   研 修 内 容   スクーリ乃◆会場  募集人員   

1i∋年4月1日以降  3日間×2回とも  テーマニ「子どもの権利擁護と   国立武蔵野学院  30名   

王した施設長   前期   施設運営管理」   および  

H19．5．9′、一   国立きぬ川学院   
5．11  

後期  
H19．12．12′～  

12．14   

∃立支援専門員・  3か月間   テーマニ「子ともの理解と対応」  （D②   15名   

員職紹富美が2年未満  うち、スクーリンク一期間   国立武蔵野学院  ×   

る者   内各：レポート作成、講義、演習、        いずれか1回   ③④   4回  
（DH19．6．4～．8  見学等   国立きぬ川学院   

②H19．6．11～15  
③H19．6．18～22  
④H19．6．25～29  

自立支援専門員・  3か月間   テーマ：「直接支援現場の実際」  国立武蔵野学院  10名   

責職経験が2年未満  うち、   または   程度   

る壱   内容こレポート作成、講義、演習、        実習期間3Wは調整   国立きぬ川学院  
の上決定   見学等  

研 修 種 別  

新任施設長研修前期・後期  平成1i  
に着任  

児童自立支援施設  
れる内容を学び、  

今後の方向性を考える研修  

新任職員研修   児童自  

ース   支援員  
である  

援事業に従事する  
礎的研修  

児童自  

ース   支援責  
である  

の機能を実習を通  
し具体的な支援の  

方法を学ぶ基礎的研修   

＜児童自立支援施設専門研修＞  

4  スーパーバイザー研修  スーハ●－ハーィサ′－または指導  3かり∃間   テーマ：「子ともの権利擁護と  国立武蔵野学院  30名  
書的立場にある書   うち、スクーリ淵●期間   ケ円ネーシーメソトスー八■－ビシ●ヨツ」  

自立支援機能を統括していくために                      （ただし児童福祉領域での  3日間   

必要なケ門ネシメソトスー八一ヒシ］ソ、今  内容：レポート作成、講薮、演習等  

真の児童自立支援施設の機能充実を  
考え深めル研修   ない）   

中堅職員研修  児童自立支援専門員・  4か月間   テーマ：「被虐待児の   国立武蔵野学院  30名  
児童生活支援員職経験が  うち、スクーリング期間   メンタルヘルスと支援」  

専門性をより向上させるための高度  5日間   

5てステツ アッ  （ただし児童福祉領Ⅰ或での   内容：レポート作成、講義、演習、  

研修   H19．9．10′・・・9．14     経験を含める等施設長の推  見学等   
籠がある場合はこれに限ら  
ない）  

6  児童自立支援専門員・   児童自立支援専門員・  4か月間   テーマ「発達障害の理解と支援」  国立武蔵野学院  30名  

員研修   児童生活支援員職経験が  
5年未満である壱   5日間   内容：レポート作成、講義、演習、  

児童自立支援施設職員としての  （ただし児童福祉領域での  見学等   
専門性をより高めるための研修   経重責を含める等施設長の推  

薦がある湧合はこれに限ら  
ない）   

7  学科指導関係職員研修   児童自立支援施設で学科  4かり∃闇   テーマ：「自立支援の理念と   国立武蔵野学院  30名  
指導に関わっている教員  うち スクーリンク一期間  教科教育」  

多様化する児童自立支援施設入所  3日間  

児童の学習を支援するために必要な  内容：レポート作成、講叢、演習等  

専門性を高める研修   H19．7．25′）7．27   

＜児童自立支援施設・児童相談所等共通研修＞  

＜児童相談所職員研修＞  

9  児童相談所一時保護所   児童相談所一時保護所  ①第1グループ  共通テーマ：「一時保護所の   国立武蔵野学院  30名  

職員研修   児童指導員   H20．2．6′〉2．8   機能充実に向けて」  ×  

および保育士   2団   

②第2グループ  
H20．2．18′〉2．20   

10  里親対応関係機関職員   児童相談所等   H20．1．16′）1．18  テーマ：「子ともの権利擁護と  国立武蔵野学院  30名  

研修 里親対応担当職員  里親支援」  
内容：グループ討議、講義、演習等   

＊平成19年度当初に厚生労働省より各自治体主管課宛、国立武蔵野学院より各児童自立支援施設長宛に、要綱・申し込み方法等通知します。関係機関への周知徹底   
をお願いいたします。  

＊〆切：児童自立支援施設関係研修（1～7）平成19年5月2日（金）  
共通研修・児童相談所職員研修（8～10）平成19年9月28日（金）  

＊問い合わせ先：国立武蔵野学院調査課養成所係 TEL 048（878）1260 内141 〒336－0963 埼玉県さいたま市緑区大門1030  
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